
一
頁

○
文
部
科
学
省
告
示
第
五
十
一
号

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
九
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
第
六

号
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
十
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き

文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
者
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

渡
海

紀
三
朗

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
十
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣

が
定
め
る
者
に
関
す
る
告
示

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
九
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
第
六

号
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

こ
の
告
示
の
実
施
前
に
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
し
た
講
習
に
お
い
て
、
免
許
状
更
新
講
習
規
則
（
平
成
二
十
年
文
部
科

学
省
令
第
十
号
）
第
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
三
十
時
間
以
上
履
修
し
た
者

二

こ
の
告
示
の
実
施
前
に
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
し
た
講
習
及
び
免
許
状
更
新
講
習
に
お
い
て
、
免
許
状
更
新
講
習
規
則



二
頁

第
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
三
十
時
間
以
上
履
修
し
た
者

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。


